
新宿区個人情報保護管理運営会議（第２回）概要 

開催日時･場所 

令和 7年 5月 22日（木） 午前 10時 00分～午前 10時 30分 

本庁舎 3階 庁議室 

 

出席会員等 

寺田副区長（会長）、総合政策部長（副会長）、総務部長、福祉部長、健康部長、都市計画

部長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、総合政策部区政情報課長、情報戦

略課長 

《 議事概要 》 

１ 審議内容 

  新宿区個人情報保護管理運営会議の組織及び運営に関する要綱第３条第３号に掲げる

事項 

 

【審議事項】 

（１）ＬｏＧｏフォームの利用に係る外部結合について（手続の追加） 

⇒ 承認 

（２）新宿区定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業に係るシステム改修等について（対

象要件の変更等） 

⇒ 承認 

（３）銀行スマホ決済（モバイルレジ等）を活用した特別区民税・都民税・森林環境税等の

インターネットバンキング納付の導入に伴う収納サービス提供事業者との外部結合

等について（納付方法の追加） 

⇒ 承認 

（４）銀行スマホ決済（モバイルレジ等）を活用した介護保険料のインターネットバンキン

グ納付の導入に伴う収納サービス提供事業者との外部結合等について（納付方法の

追加） 

⇒ 承認 

（５）銀行スマホ決済（モバイルレジ等）を活用した国民健康保険料のインターネットバン

キング納付の導入に伴う収納サービス提供事業者との外部結合等について（納付方

法の追加） 

⇒ 承認 

（６）後期高齢者医療保険料の納付における銀行スマホ決済（モバイルレジ等）、モバイル

レジクレジット決済及び電子マネー決済の導入等について 

⇒ 承認 

（７）新宿区アセットマネジメント支援システムデータの改修について 

⇒ 承認 

 

【サイバーセキュリティに関する専門的な知見を有する者からの主な助言】 

 運用上及びシステム上の情報保護対策について、サイバーセキュリティに関する専門的 

な立場から、以下のような助言を受け、反映した。 



  ・令和 7 年 5 月に実施するテストにおいて扱うデータについての確認をしっかりと行

うこと。本番データをテストで用いる場合には、漏えいしないように注意すること。 

・インターネットバンキングでは、不正送金の事故が多く報告されていることから、区

民に対しても注意喚起をすること。また、庁内等においては、2023 年北海道銀行で

発生した漏洩のように、別データと一緒に、誤って個人情報記載のファイルを相手先

へメールで送付したりすることが無いように気を付けること。 

 

【発言】 

・審議事項（３）、（４）、（５）、（６）について 

・会長（寺田副区長）：今回、キャッシュレス決済の方法に、ＰａｙＢ、楽天銀行が新たに

追加されるが、このほか様々な支払い方法についてどのような違い

があるのか。 

  

・区政情報課長  ： 別紙「キャッシュレス決裁の種類と各課の導入時期について」を基に

説明します。 

キャッシュレス決裁は大きく分けて、「インターネットバンキングに

よる納付」、「クレジットカードによる納付」、「電子マネーによる納付」

の 3つに大別されます。 

          このうち、１つめの「インターネットバンキングによる納付」につい

ては、「モバイルレジ」と今回導入される「PayB」「楽天銀行」の３つを

合わせたものが「銀行スマホ決裁」となりますが、いずれも DLした各

アプリから納付書のバーコードを読み込み、ネットバンクで支払いを

行います。 

          なお、ペイジーについては、各ネットバンクのアプリにペイジーでの

支払いを選択し、バーコードや納付書に記載された収納管理番号を入

力することで支払います。 

          2 つ目の「クレジットカードによる納付」については、「モバイルレ

ジ」のアプリから、バーコードを読み込み、「インターネットバンキン

グ」ではなく「クレジットカード」を選択し、番号を入力することで支

払うことができます。 

          3つ目の「電子マネーによる納付」についても、各電子マネーアプリ

に公金支払いの項目があるため、これを選択し、バーコードを読み込み、

アプリの残高もしくは連携したクレジットカードから支払うことがで

きるというものです。 

  

 

・審議事項（７）について 

① ・総合政策部長 ： 今回、許可を行った「開発登録簿」を、利用者の利便性の向上の      

         ため、ホームページでも確認・印刷できるようにする、とのことだ   

           が、個人情報が記載された「開発登録簿」をホームページで公開す         

ることは妥当なのか。  



・区政情報課長 ： 開発登録簿については、登記簿と同じく、誰でも閲覧・取得する

ことができます。 

これは、開発行為の内容を、一般の第三者に知らせることによっ

て、違反行為の防止を図ることや、開発行為完了後には、土地等の

取引に必要な情報としての性質を有しているためであり、今回の

ホームページでの閲覧等についても、都市計画法及び同省令の規

定に基づき行われます。 

 

 

 


